
 
 
 
 
 
 

鳥取県における労働災害等の現状 
 

 (第 11次労働災害防止推進計画のまとめ) 

 



第１１次労働災害防止推進計画実施結果 
 
１ 計画期間中の社会情勢等 
  第１１次労働災害防止計画（以下、「１１次防」という。）は第１０次労働災害防止計

画（以下、「１０次防」という。）の推進結果を受け、平成２０年度から平成２４年度ま

での５ヶ年計画として策定された。 
 １０次防期間の産業構造は、１９９０年代後半からの景気の低迷により製造業の生産

活動の減退、公共工事の減少に伴う建設事業の縮小等が生じ、一方では国民生活の多様

化等により、サービス業等の第三次産業の拡大が進んでいた。また、就業構造では、非

正規雇用の拡大による就業形態の多様化、労働時間の長短二極化等が進み、さらに、高

齢者の再雇用制度の導入等による高年齢労働者の増加、女性の社会進出に伴う女性就労

者の増加等が見られていた。 
  1１次防の初年度である平成２０年には、前年からの米国のサブプライムローン問題が

世界経済に影響し、その後、リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界同時不況、

金融危機をもたらした。日本においてもこの影響は大きく、大企業の経営不振、特に製

造業の生産調整から非正規労働者の派遣切り、雇止め等雇用情勢が悪化し、「ワーキング

プア」が叫ばれるようになった。このような社会情勢から、政治の変革を求める声が高

まり平成２１年には民主党による政権交代が実現した。しかし、日本経済は欧州の財政

危機、原油高の影響を受け円高、デフレ社会となり、製造業の海外移転が加速した。更

に平成２３年３月には東日本大震災が発生し、原子力発電所事故による放射性物質の汚

染処理問題が社会的な問題となっているほか、需要の低迷によるデフレ経済が長期化し

ている状況である。 
 鳥取県内では、平成１９年に県内人口が６０万人を割り込み、その後も人口の減少、

高齢化が進んでいる。一時持ち直し感のあった県内経済も、世界経済の影響を受けリー

マンショック後に悪化し、平成２１年は販売不振等による企業倒産も増加した。加えて、

県東部の大手電機製造業者の事業再編及び製造拠点の海外シフトが進み、関係下請業者

等の事業縮小や事業閉鎖が続いている。 
  雇用失業情勢でも、県内の経済情勢を反映して有効求人倍率が平成２１年には昭和４

０年以来の０．４倍台となり、その後景気の回復と共に０．７倍台にまで改善してきて

いるが、依然として全国平均を下回る状況が続いている。また、求人は、短期間・短時

間雇用の非正規雇用が多く、正社員の有効求人倍率は０．３倍台の低水準で推移してい

る。さらに、今後も大手電機製造業者の事業再編等による人員整理・県外移転の動きと

ともに大量離職者が発生することが予想されるなど、雇用情勢は不安定要素を抱えてい

る。なお、鳥取県の企業誘致により多くの企業が県内に進出してきているが、雇用情勢

を大幅に改善するに至っていない。 
 



２ 計画期間中の労働災害 
  １１次防における死傷者数の目標は、「平成２４年度において、平成１９年と比して１

５％以上の減少」という目標としていたが、上述のとおり、平成２０年のリーマンショ

ック以降の世界同時不況の影響を受け、平成２１年の死傷者数は、全国で対前年比１１．

４％、鳥取県においては過去最低人数である４５２人と同じく１３．２％の大幅な減少

となった。鳥取県における鉱工業生産指数を見ると、平成１７年を１００とした場合、

平成２０年が９３．９、平成２１年は８５．４と平成２１年は前年より８．５ポイント

落ち込んでおり、企業の生産活動が低調であったことを現している。鉱工業生産指数は

平成２２年に９７．５と持ち直したものの、平成２３年には８７．９と減少に転じてい

るが、労働災害は平成２２年、２３年と増加しており、企業の生産活動と必ずしも同調

していない。 
  平成２２年、２３年の労働災害は、鳥取県においては昭和５４年以来の３２年ぶりの

２年連続しての増加となったが、平成２４年は減少に転じ１１次防の目標である４８３

人を下回る４６７人となった。その一方で全国的には、３年連続して前年を上回った。

このように労働災害が増加している背景には、①団塊世代の大量退職等により安全衛生

のノウハウがうまく伝承されていない、②派遣労働者等の非正規雇用の労働者が増加し、

経験年数の短い安全衛生の知識に乏しい労働者が多くなっている、③低価格受注により、

安全衛生に係る経費が確保できていない、④東日本大震災の復興工事等に伴い、技術者、

技能労働者が被災地に集中し、被災地以外の地域での人材不足、人材の質の低下、現場

管理の劣化を招いているなどがあるといわれている。 
  鳥取県においては、１１次防で掲げた死亡者数、死傷者数、定期健康診断の有所見率

の３項目の目標については、いずれも目標達成といえる状況となったが、これは、従来

多くの労働災害を発生させていた製造業や建設業での生産活動、工事量の縮小及び従事

労働者数の減少がその要因の一つといえる。また、平成２４年に集中的取組として実施

した災害が多発している業種に対する個別の指導も、労働災害の抑止に効果があったも

のといえる。 
  労働災害は長期的には減少傾向にあるものの下げ止まりの感があり、第１２次労働災

害防止計画策定に当たっては、リスクアセスメント等従来の災害防止の手法に加えて、

就労者の増加とともに災害が増加しその占有率が大きくなっている第三次産業、労働災

害が減少していない屋外型産業の林業、陸上貨物運送事業、全体の２０％余りと多くの

災害が発生している製造業、死亡災害等多くの重篤な災害が発生している建設業に対し

て、的確で効果的な手法により指導を行う必要がある。また、精神障害による労災請求

が増加している中にあって、メンタルヘルス対策を推進するとともに、労働者の健康確

保対策にも引き続いて取り組む必要がある。 
 
３ 目標達成状況 



  １１次防においては 
  ①死亡者数について、１１次防期間中において、１０次防期間中の総件数（４８人）

を２０％以上減少させる。 
  ②死傷者数について、平成２４年において、平成１９年と比して１５％以上減少させ

る。目標達成のため、平成２０年から２４年の間における、各年の死傷者数は次の数

値以下とする。（平成２０年５４０人、平成２１年５３５人、平成２２年５１８人、平

成２３年５０１人、平成２４年４８３人） 
  ③労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断の有所見者率の増加傾向に歯止めを

かけ、減少させる。 
 の３項目を目標に掲げていた。 

それぞれの項目について、達成状況を確認する。 
（１）死亡者数 
   重篤度の高い労働災害が発生している製造業や建設業に対し、機械災害の減少及び

墜落・転落災害の防止を中心に指導を行ったところ、１１次防期間中の死亡者数は３

４人となった。これは、目標としていた３８人（４８人の２０％以上の削減）を下回

り、目標を達成している。 
   死亡者を業種別に見ると、建設業が９人（２６．５％）と多く、続いて運輸交通業

と卸・小売業の５人（１４．７％）の順となっている。また、事故の型別では、交通

事故が１１人（３２．４％）、墜落・転落災害６人（１７．７％）、崩壊・倒壊災害、

はさまれ・巻き込まれ災害が各５人（１４．７％）となっている。 
（２）死傷者数 
   リスクアセスメントの導入など企業による自主的な安全衛生活動の促進、機械災害

の防止、墜落・転落災害の防止、交通労働災害の防止等災害の特徴を捉えた指導及び

製造業、建設業、陸上貨物運送業、林業、第三次産業等災害多発業種に対する労働災

害防止のための指導を実施したところ、平成２４年の休業４日以上の死傷者数は４６

７人となり、目標としていた平成２４年の死傷者数４８３人（平成１９年に比して１

５％の減）を１６人下回り、目標を達成している。 
   この５年間では、リーマンショック後の平成２１年の死傷者数が４５２人と過去最

少となるなど、平成２３年を除き各年の数値目標を達成し、１１次防期間中の総数は

２，４５２人となった。 
   １１次防期間中の死傷者数を業種別に見ると、製造業が一番多く５６２人で全体の

２２．９％を占めるほか、建設業３６５人（全体の１４．９％）、商業３６４人（同１

４．８％）、運輸交通業２６０人（同１０．６％）と続いている。１０次防期間と比較

して、建設業３８．１％、製造業２２．６％、清掃業１６．８％と大幅に災害が減少

しているが、保健衛生業２２．８％（内、社会福祉施設は３０．７％）、接客娯楽業７．

３％（内、飲食店は２６．８％）、林業１１．１％と逆に増加している。 



   事故の型別では、転倒災害が一番多く５６９人（全体の２３．２％）で、続いて墜

落・転落災害４３７人（同１７．８％）、はさまれ・巻き込まれ災害３５７人（同１４．

６％）となっている。１０次防期間中と比較して崩壊・倒壊災害３２．１％、激突災

害２８．５％、飛来・落下災害２７．５％、切れ・こすれ災害２７．０％、激突され

災害２５．８％と多くの災害で大幅な減少となったが、動作の反動・無理な動作災害

（腰痛等）が１４．４％、高温・低温の物との接触災害（火傷等）が１４．３％と増

加している。 
（３）定期健康診断の有所見率 
   有所見者数の多い事業場に対する説明会の開催、個別事業場への指導及び健康診断

結果に対する医師の意見聴取等事後措置の徹底などを指導した結果、有所見率は平成

２０年の４９．５％を最高に平成２４年は４７．９％と大幅に減少し、この５年間で

最低となった。全国の有所見率が平成２０年に５０％を超え増加傾向にある中で、当

局のそれは歯止めから減少の傾向を示しており、目標を達成している。 
   有所見率は、血中脂質、肝機能、血圧、心電図、血糖の順に高く、生活習慣病のリ

スクが高いといえる。また、建設業、運輸業での有所見率が高くなっている。 
 
４ 災害多発業種における労働災害の発生状況 
（１）製造業 
   食品加工用機械、木材加工用機械等による災害防止を重点に指導したところ、１１

次防期間中の休業４日以上の死傷者数は５６２人となり、１０次防期間中の７２６人

から１６４人（２２．６％）減少した。また、死亡者も９人から３人に大幅に減少し

た。業種を詳しく見ると、機械器具製造業で３６．０％、鉄鋼金属製品製造業３４．

８％と大幅な減少のほか、食料品製造業でも１４．１％減少するなど、集計している

全ての製造業で減少している。最も多く災害が発生しているのは食料品製造業の２２

６人で、製造業の４０．２％を占めている。 
   事故の型別では、１０次防期間より１８．３％減少しているはさまれ・巻き込まれ

災害による発生が１８７人と一番多く、次いで転倒災害１０８人（対１０次防期間比

－９．２％)、切れ・こすれ災害６５人(同－２７．０％）墜落・転落災害４９人(同－

３１．０％）の順となっている。さらに、激突され災害が１０次防期間より４８．６％、

交通事故４１．２％、崩壊・倒壊災害３６．０％、動作の反動・無理な動作災害３５．

７％と大幅に減少している。その中にあって、高温・低温の物との接触災害は１５人

から１９人となり、２６．７％増加している。 
（２）建設業 
   １１次防期間中の公共工事等の工事量の減少及び建設業の安全管理水準の向上等に

より、休業４日以上の死傷者数は３６５人で、１０次防期間中より２２５人、３８．

１％の大幅な減少となった。中でも、木造家屋建築工事業は８３人と半減している。 



   事故の型別では、３７．０％減少した墜落・転落災害が１３３人（全体の３６．４％）

と一番多く、次いではさまれ・巻き込まれ災害４６人(同１２．６％）、転倒災害３５人

(同９．６％）、切れ・こすれ災害３４人(９．３％)の順となっている。減少してはいる

ものの、建設業における労働災害の中で今なお３分の１以上発生している墜落・転落

災害の防止は、必要不可欠であるといえる。なお、多くの災害が減少している中で、

交通事故が１６人から１９人と１８．８％増加しており、特に土木工事業では６人か

ら１２人と大幅に増加している。 
（３）陸上貨物運送業 
   墜落・転落災害の防止と交通労働災害防止を推進したところ、１１次防期間の休業

４日以上の死傷者数は２２１人で、１０次防期間中より３５人、１３．１％の減少と

なった。また、死亡者も１５人から５人と３分の１に減少した。 
   事故の型別では、墜落・転落災害が７７人(陸上貨物運送事業の中の３４．８％)と一

番多く、次いで転倒災害３１人(同１４．０％）、はさまれ・巻き込まれ災害２６人(同
１１．８％)の順となっている。特徴としては、動作の反動・無理な動作災害(腰痛等)
が倍増している。 

   重点とした交通労働災害防止については、交通事故が半減していることから一定の

成果があったといえる。一方で、墜落・転落災害は減少しておらず、災害全体に占め

る割合が増加しているため、腰痛予防とともに引き続いて指導する必要がある。 
（４）林業 
   伐木作業における安全対策を重点に指導を行ってきたが、１１次防期間中の休業４

日以上の死傷者数は１６０人と、１０次防期間中より２４人、１１．１％の増加とな

り、重点的に取り組んだ業種の中で唯一増加した。一方、死亡者は４人から２人へと

半減している。 
   事故の型別では、激突され災害が５４人と１０次防期間中より４５．９％も増加し

林業全体の３３．８％を占め、次いで、切れ・こすれ災害３６人（林業の中の２２．

５％）、転倒災害２１人(同１３．１％）と続いている。激突され災害のほか、はさまれ・

巻き込まれ災害５０．０％、墜落・転落災害４４．４％とも１０次防期間よりも増加

している。 
   作業形態別では、伐倒作業中が約４割を占めるほか、枝打ち作業中が約１．５割、

玉切り作業中が約１割を占めており、引き続いて、伐木作業における安全対策の徹底

を図る必要がある。 
（５）第三次産業（卸・小売業、社会福祉施設、清掃業（廃棄物処理業を含む）） 
   第三次産業全体では、１１次防期間中の休業４日以上の死傷者数は１，０４０人と

１０次防期間中より１人、０．１％の減少となった。 
   事故の型別では、転倒災害が６．４％増加して３４８人と一番多く、次いで５．９％

増加した墜落・転落災害１４３人、１．６％増加した交通事故１２６人の順となって



いる。重点とした業種別では 
  ア 卸・小売業 

  １１次防期間中の休業４日以上の死傷者数は３３６人と、１０次防期間中より３

５人、９．４％の減少となった。 
    事故の型別では、１０次防期間中より１０．２％増加した転倒災害が一番多く 

１１９人(卸・小売業の中で３５．４％）で、次いで墜落・転落災害３８人(同１１．

３％)、動作の反動・無理な動作災害(腰痛等)３６人(同１０．７％)の順となってい

る。 
  イ 社会福祉施設 
   １１次防期間中の休業４日以上の死傷者数は１１５人と、１０次防期間中より２

７人、３０．７％の増加となった。 
   事故の型別では、１０次防期間中より６０．７％増加した転倒災害が一番多く４

５人(社会福祉施設の中で３９．１％）で、次いで動作の反動・無理な動作災害(腰
痛等)１９人(同１６．５％)、墜落・転落災害と激突災害が９人（同７．８％）の順

となっている。 
  ウ 清掃業(産業廃棄物処理業を含む) 
    １１次防期間中の休業４日以上の死傷者数は９８人と、１０次防期間中より２７

人、２１．６％の減少となった。 
    事故の型別では、１０次防期間中より１４．７％増加した転倒災害が一番多く２

９人(清掃業の中で２９．６％）で、次いで墜落・転落災害２４人(同２４．５％)、
はさまれ・巻き込まれ災害１４人(同１４．３％)の順となっている。 

   第三次産業全体の事故の型別では、転倒災害が３３．５％と一番多く発生している

が、墜落・転落災害、交通事故、動作の反動・無理な動作災害(腰痛等)も増加しており、

労働者、事業主双方の意識の啓発も含めた基本的な安全対策について指導する必要が

ある。 
 
５ 事業場の規模別による労働災害の発生状況 
  総務省統計局の「経済センサスー基礎調査」(平成２１年)によると、鳥取労働局管内の

事業場数は２０，６４９（別添）で、規模５人未満が５５．４％、規模１０人未満では７

５．９％と多くは小規模事業場であり、規模５０人以上は３．４％を占めるに過ぎない。 
  工業的業種で見ると、規模５人未満が５０．３％、規模１０人未満では７１．３％、

規模５０人以上が５．０％と、比較的規模の大きい事業場が多くなる。 
  また、鳥取労働局管内の労働者数は２２２，５５０人（別添）で、これを事業場の規

模別で見ると、規模５人未満が１０．８％、規模１０人未満では２３．３％、規模５０人

以上では３９．０％となっている。 
  同じく工業的業種では、規模５人未満が８．２％、規模１０人未満では１８．７％、



規模５０人以上では４６．０％となっている。 
  １１次防期間中の労働災害発生状況を事業場の規模別に見ると、規模別労働災害発生

状況（別添）のとおり、規模１０人未満が２４．１％、規模５０人以上では３２．８％と

なっている。 
 これらの状況から、労働災害の発生割合（労働災害発生件数を規模別労働者数で除する）

を事業場規模別に見ると、規模１０人未満が１．１％、規模１０～２９人で１．２％、規

模３０～４９人で１．４％、規模５０人以上では０．９％と、中規模の事業場で若干その

発生確率が高くなっている。 
 規模１０人～４９人の事業場では、工業的業種に安全推進者の選任義務があるが、その

選任状況、職務の遂行状況が不十分ではないかと推測される。今後労働災害防止を推進す

るに当たっては、重点としていかなければならない事項である。 
 

６ 職業性疾病の発生状況 
（１）職業性疾病の発生状況は、年別業務上疾病発生状況（別添）のとおり年間２４件か

ら３９件の間で推移している。１０次防期間と１１次防期間を比較しても５年間で３件の

増加にとどまっている。その中にあって、負傷による腰痛が商業（卸・小売業等）や保健

衛生業（社会福祉施設等）で増加したことから７１件（３９．２％）と大幅に増加し、高

熱物体を取り扱う業務による熱傷も３５件（１２．９％）に増加している。 
  平成２２年夏が猛暑であったことから、暑熱な場所による業務による熱中症が死亡１

人を含め５人発症しているほか、平成２４年にも３人発症している。また、平成２３年に

は死亡１人を含め３人が一酸化炭素中毒を発症している。 
  なお、平成２４年に社会的問題となった印刷業等における１，２－ジクロロプロパン

等による胆管がんは、当局内では発症していない。 
（２）有害業務対策について 
  イ 石綿による健康障害の防止 
    石綿については、平成１８年度からの「石綿ばく露防止対策３ヶ年計画」に引き

続いて、平成２１年からの「第２次石綿ばく露防止対策３ヶ年計画」を策定して、

作業現場におけるばく露防止及び建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等によるば

く露防止を重点に事業場への指導を行った。２期にわたる長期計画を推進した結果、

一定の建築物への調査及び石綿則の周知等が図られたと判断し、長期計画は策定せ

ず、平成２４年度からは単年度の重点対象として取組を実施している。 
    石綿については、毎年わずかではあるが新規の労災認定があり、肺がんや中皮腫

等の重篤な疾病を引き起こす危険性が高く、また、遅発性であることから、引き続

いて石綿則の周知とばく露防止対策の徹底を図っていく必要がある。 
  ロ 粉じん障害の防止 
    粉じん障害防止については、平成２０年度を初年度とする「第７次粉じん障害防



止総合対策推進５ヶ年計画」を策定し、ずい道等建設工事、アーク溶接作業、金属

等の研磨作業、離職後の健康管理等を重点に対策の徹底を指導してきたところであ

る。 
    粉じん障害についても、わずかではあるが毎年新規のじん肺有所見者が発生して

おり、平成２５年度以降も計画的な防止対策を推進していく必要がある。 
  ハ 有機溶剤中毒の予防 
    平成２４年の有機溶剤に係る特殊健康診断の実施は２６１事業場の２，３２３人

で、これは５年前より事業場で８．４％、受診者数で１４．２％減少している。代

替品等の使用で有機溶剤業務が減少してきているものといえる。 
    なお、平成２４年には大阪市の印刷会社で、有機塩素系洗浄剤による胆管がん発

症が報道され、当局管内の印刷会社に対して有機溶剤等の取扱いに係る調査を実施

したが、多くの事業場で法令違反の実態が認められた。有機溶剤は工業的業種で広

く使用されており、その取扱事業場に対して健康障害防止の徹底を指導する必要が

ある。 
  ニ 特定化学物質による障害防止 
    特定化学物質については、マンガン、塩素、クロム酸を取扱う事業場が多く、平

成２４年の特殊健康診断では４１の事業場で１，００４人が受診している。有機溶

剤とともに化学物質取扱事業場には、引き続き改正法令の周知と健康障害防止につ

いて指導する必要がある。 
  ホ 鉛中毒の防止 
    平成２４年の鉛業務に係る特殊健康診断の実施は、３５事業場の２９６人であり、

これは５年前より事業場で４９．５％、受診者数で５１．６％の減少である。これ

は鉛フリーなどの代替品使用の広がりによるものと見られる。 
  へ 電離放射線障害の防止 
    平成２４年の放射線業務に係る特殊健康診断の実施は、５８の事業場の１，０２

９人であり、５年前とあまり相違は見られない。 
    なお、平成２３年３月の東日本大震災による東電福島第一原発事故及びその後の

除染等業務による放射線障害は当局では発症していない。 
  ト 酸素欠乏症等の防止 
    １１次防期間中には酸素欠乏による災害は発生していないが、一酸化炭素中毒が

２件３人発生している。 
  チ 騒音、振動等による健康障害の防止 
    平成２４年に騒音障害防止ガイドラインに基づき特殊健康診断を実施したのは、

５０事業場の１，１５８人で、有所見率は全ての特殊健康診断の中で一番高く１２．

９％であった。 
    また、振動工具を使用している林業、建設業、製造業に対しては、平成２１年度



からの「振動障害予防対策推進計画」(５ヶ年計画)により、周波数補正振動加速度

実効値の３軸合成値及び日振動ばく露量 A（８）等の作業時間管理の徹底を重点に

指導してきたところであり、通達に基づく特殊健康診断を実施したのは、２９事業

場の３９９人で、有所見率は１．５％であった。 
 
７ 健康確保対策推進結果 
（１）メンタルヘルス対策 
   メンタルヘルス対策については、５０人以上の事業場に対して衛生委員会での調査

審議の徹底、実態の把握、「心の健康づくり計画」の策定及び教育研修の実施のほか、

メンタルヘルス対策支援センターの活用等を重点に個別に指導してきたところである。

毎年４月に実施している規模３０人以上の事業場に対するアンケート調査によると、

平成２４年にはメンタルヘルス対策を実施している事業場は回答事業場の５４．０％

に達しており、年々増加している。 
   メンタルヘルス対策を推進するに当たっては、経営トップの決断と率先した取組が

重要であることから、平成２４年には経営者安全衛生研修会を開催したところであり、

今後とも経営者への働きかけや事業場のメンタルヘルス推進担当者の選任とその者へ

の研修等を実施していく必要がある。 
   また、社会問題化している職場のパワーハラスメントがメンタルヘルスにも影響を

与えることから、その予防・解決に向けた取組みが必要となってきている。 
（２）過重労働による健康障害防止対策 
   長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらすことから、脳・心臓疾患の発症

との関連性が強いとの医学的な知見に基づき策定された「過重労働による健康障害防

止のための総合対策」により、長時間労働を防止するため、３６協定における時間外

労働の限度時間の指導、遵守を労働基準監督署の窓口等で指導し、健康障害の防止と

して、管理体制の構築や長時間労働者への面接指導の実施等を指導してきたところで

ある。 
   鳥取県内における脳・心臓疾患による労災認定件数は、１１次防止期間は７件であ

り、１０次防期間の１０人より減少しているが、脳・心臓疾患は重篤な症状となるこ

とが多いことから、引き続いて過重労働による健康障害防止を指導していく必要があ

る。 
（３）産業保健活動、健康づくり対策 
   産業保健推進事業を実施していた労働者健康福祉機構鳥取産業保健推進センターは、

平成２１年度よりメンタルヘルス対策支援センター事業も実施していたが、平成２３

年度より鳥取産業保健推進連絡事務所に名称変更し、規模を縮小して事業を実施して

いる。また、地域産業保健事業は、平成２２年度より受託者が各地区医師会から鳥取

県医師会に替わり事業を実施している。 



   これらの産業保健三事業について、事業場に周知するとともに、特に５０人未満事

業場における健康診断後の医師による就業に係る意見聴取においては、地域産業保健

事業を活用するよう指導しているところである。 
   また、今後は「鳥取県健康づくり文化創造プラン」の中で、職域における健康づく

り対策に協力し、鳥取県と連携した労働者の健康づくりを進めていくこととしている。 
（４）快適職場づくり対策 
   快適職場推進計画認定制度は平成２２年度で終了したが、快適な職場環境を形成す

るための指導は引き続いて実施していく必要がある。特に、たばこによる健康被害に

国民の関心が高まっている中で、職場における受動喫煙の防止が求められている。平

成２３年度からの飲食店や旅館業等を対象とした受動喫煙防止対策助成金制度につい

ては、県内での利用がなかったところであるが、職場における禁煙、空間分煙等の受

動喫煙防止対策の徹底を図っていく必要がある。 
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